
六
芭
四
僧
=
ハ
剛
一
=
「
一
日
窮
三
種
郵
便
物
謬
可

〔
極
月

一
団

一
日
硬
胃
》

會r學濟 維學大周帝都京

叢論灘
號 二 節 巻濁十三節

行 醗 日 一 月 ご 革 六 和 昭

稽

轄

載
)

甑

鑑
…蔀

盤

馴

割

腔

闘

論

新

地

租

方

案

.を

論

ず

・

・

:

:

:

・

蓉

丸
ヴ
に

田
畏
一
一
尤

、

rし

ゅ
.

`

.

.

ス空
整
、フ
」
ノ
循

φ

一口
心
し
可
一

讃

苑

濁
逸
艸
工
業
金
融
磯
誰

蜀
9
。・葭
①。・鼻
聾

.

米

の
銘
柄

別
短
期

清
算

取
引
を
評

す

・

雑

録

消
費
組
合

に
よ

る
米

の
配
給

:

・
・

段
別
割
の
存
在
理
由

…

支
那
経
済

の
衰
退

ご
そ
の
復
興
問
題

・

近
江
日
野
町
志
を
讀

み
て

・

附

鋒

新
着
外
國
経
濟
雑
誌
主
要
論
題

纒
璽

博
士

汐

見

護

弊

尋
.
禮一
醤

惰

.

謳

濯

理

」

蟹

刃

虎 三

三 郎

縄
濟
學
士

楠

見

一

正

纒
濟
墨
士

今

西

庄

次

郎

縄 経 纏 纏

濁 済 済 濟

學 學 墨 學

士 士 士 土

管 大 安 谷

野 上 田 口

和

太 夫 元 吉

耶 廣 七 彦

本
誌
第
二
十

一
巻
乃
至
第
三
十
巻
論
題
索
引



段
別
割
の
存
在
理
由

安

田

元

七

序

言

學
界
の

一
部

に
於
て
は
、
段
別
割
を
以
て
極
め
て
原
始
的
の

制
度
と
し
、
之
》
全
慶
せ
ん
と
の
聲
加
・聞
く
の
で
あ
る
。
然
れ

ど
も
我
等
責
務
者
の
眼
よ
り
見
れ
ば
、
そ
の
廃
止
に
反
野
す

る

の
み
な
ら
す
否
進
ん
で
積
極
的
に
そ
の
存
在
の
意
義
を
明
に
し

丸

い
の
で
あ

る
。
以
下
段
別
割
の
存
在

理
由
を
翠
ぐ
れ
ば
吹
の

如
く
で
あ

る
。

剛
、
段
別
割

の
地
方
財
政

上
の
地

位

段
別
割
の
財
政
牧
人
上

の
僧
位

の
大
で
な
い
事
を
以
て
、
そ

の
慶
止
理
由
の

一
と
し
て
ゐ
ら
れ
る
論
者
が
あ
る
が
私
は
異
れ

る
見
解
を
抱
く
の
で
あ
る
。
今
昭
和
四
年
度

に
於
け
る
段
別
割

の
税
額
を
見
る
に
次
の
数
字
を
得

る
、事
が
出
來
る
。

團道

髄

段
別
割
税
額

税
牧
人
合
計
額

　

府

縣

六
盗

、三
里

段
別
割

の
存
{仕
理
由

　

二
六
二
、
九
二
二
、圭
ハ
ニ

段
別
割
税
額

/
視
収
入
合

計
額

=
封

ス

ル
千
分
比

影
二
主

市町

村
計

普
通
水
利
組
合

水
害
豫
防
組
合

総

計

葦

毛
、
四
一三

五
、
五
八
O
、
元
三

六
、
八
O
二
、
茜

七

九
、
三

三
、
六
八
八

九
葉

、
O
O
九

一
六
、究

ニ
ー
六
四
四

三
八
、
六
七
七
、
五
九
閏

二
八
三
、
三
七
六
δ

三
六

六
七
四
、
四
七
奏

晃

二

δ

、七
究

、
冒元
八

一
-
四
五
六
、
}三
九

六
八
七
、
ξ
U
二
、
三

九

四
・三

晃

・
七

δ

・
O

八
至

二

六
七
9

三

茜

・
O

段
別
割
は
道
府
縣

及
市
に
あ
り
て
は
視
牧
人
合
計
額
の
千
分

の
二
乃
至
千
分
の
四
に
し
て
、
其
の
財
政
牧
人
上
に
於
け
る
地

位
は
云
ふ
に
足
る
べ
き
も
の
は
な
い
。
然
し
町
村
に
あ
り
て
は

千
分
の
二
十
を
占
め
、
更
に
普
通
水
利
組
合
、
水
害
豫
防
組
合

等

の
公
共
團
艦
に
あ

っ
て
は
そ
の
税
牧
人
額
の
火
孚
九
る
七
、

八
割
を
段
別
割
に
俟

っ
て
る
る
。
論
者
或
.は
水
利
組
合
の
如
き

公
共
團
罷
を
考

へ
な

い
か
も
知
れ
な

い
が
之
を
町
村
に
就
て
云

ふ
も
段
別
割
共
の
税
額
五
百
六
十
萬
圓
に
近
く
税
牧
人
額
の
千

分
の
二
十
を
占
め
て
み
る
。
故
に
財
政
牧
人
上
よ
り
論
ず
る
も

段
別
割
に
は
か
な
り
の
注
意
を
排

ふ
べ
き
で
あ

る
。

市
に
就
て
見
て
も
個
別
的
に
之
を
観
察
す
れ
ば
、
北
海
道
の

諸
都
市
及
福
岡
縣
の
門
司

、
若
松
、
大
牟
田

、
八
幡

、
戸
畑
等

の
諸
.市
で
は
段
別
割

が
か
な
り
の
重
要
性
を
有
す
る
を
知
る
。

第
三
十
二
巻

四

一
一

第
二
號

一
二
五

1)内 務省地方局,昭 和四年度地方財政概要



段
別
割

の
存
在
理
一由

那 戸 八 大 若 小 門 丸 廣 紳 新 川 横 横 銅 室 旭 小 札

計 牟 須

覇 畑 幡 田 松 倉 司 絶 島 月 潟 崎 賀 濱 路 蘭 川 樽 幌

反
別
割
税
額

税
政
入
合
計
額

　

圭

、究

四

一二
九
、
=
三

二
二
、
七
八
0

兇

δ
O
O

三
七
湘
五
八
三

一鴬

、
七
二
四

八
δ

O
O

五
一
〇

三
£
杢

三

老

一
、
蓋

置

四
四
」

茜

,
二
、
五
8

三
四
、三
〇
〇

九
、
六
五
三

吾

、九
〇
三

又

、
「
醤

四
四
九

温
五
七
、
里

三

一
、
一五
〇
、
八
七
五

一
、
二
=
　
、
七
互

・

五
五
二
、
五
三
五

囮
二
四
、
八
九
五

∋

署
、
七
[}三

四
冗

一
九
2

六
八

四
五
四
、
薯
兀

八
徳

、
八
一七

一
δ

一
二
、
八
一七

八
、九
一
五
、
一九
四

二
、六
八
六
、
=

三

一=
六
、
七
二
パ

莞

一
、
七
九
九

五
九
九
、
〇
五
二

四
二
〇
、
二
〇
九

四
三
七
、
四
〇
八

六
=

、
三
七
(

三
二
四
、
O
O
O

二
囮
四
、
五
圭

二
六
、
一
六
二
、
五
七
四

暇
麗
譲

許

額

　
醤

ス

ル

千

分

比

円

至

・
七

=
九
二
　

豊

三

=
五
二

二

一
・
三

六
・
呵

茜
茄

九
西

O
・
五

二
・
五

〇
西

七
∴

五
五
・
八

四
・
二

八
丁

六

一三
二

八
九
人

美

・
〇

一
・
八

三

・
三

葉

三
十
二
巻

四

一
二

紳第
二
號

】
二
山八

省

北
海
道

に
於

て

は
特

殊

の
事
情

あ

ろ
爲

段
別
割

は
税
牧

人

額

の
千

分

の

七
十

五
の
割

合
を
占

め

て
み

る
。
次
の

如
く
で

あ

る
。

反
別
割
税
額

種
取
入
合
計
額

円

円

叱

毎

箪目
一

匡
ヒ
一、、匡
一ヨ

ニ
、
二
、

一1
、
】、
し
一、

一「

壼

こ
「「
一

-一一一ぞ
一コ
圏2

.「
ヨ
ノ
コ
ーノソ
'

以
上

の
如
く
段

別
割

は
道
府

縣

、
市

町
村
等

地
方
團

艘
よ

り

も
寧

ろ
水
利

組

合

に
於
て
其

の
重
要
性

を
見

る
の
で
あ

る
が

、

A
・
暫

く
之
を

除

外
す

と
す

る
も

、
町
村

に
於

て

は
税

牧
人
額

の

千

分

の
二
十

を
占

め

、
道
府

縣

、
市

に
就
て

云

ふ
も

之
を
賦

課

し
居

る
所
を

個
別

的

に
観
察

す
れ
ば

か
な

り
の
注
意

を
彿

っ

て

よ

い
税
額

を
あ
け

て
み

る
の
で
あ

る

。

財

政
牧

人
上

よ
り
論

ず

る
も
今

直

に
之
を
全

廃
す

る

は
愼

重

の
考

慮
を
要

す

る
所
で
あ

ら

う
。

二
、
毎
地
目
亭
均

の
意
味

論
者
或
は
段
別
割
の
課
税
方
法
匠
管
内
土
地
の
地
目
を
問

は

す
平
等
に

「
段
當
り
幾
円
を
課
す
る
を
普
通
と
し
、

「
地
目
内

に
て
等
差
を
附
し
て
課
す
る
は
例
外
否
之
は
法
の
曲
解

な
り
と

し
て
み
る
。
從

っ
て
段
別
割
は
公
準
課
税
上
許
す
べ
か
ら
ざ
る



鉄
砧
あ
り
と
す
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
山
林
原
野
の
や
う
に
償
の

少
き
も
の
と
、
田
畑
宅
地
の
や
う
に
償

の
人
な
る
も
の
と
を

一

緒
に

一
傘
に
課
し
た
り
、
齎
し
く
田
畑
の
中
に
て
も
相
當
に
償

値
に
大
小
の
あ
る
の
に
、

[
率

「
膿

に
課
し
て
居
て
は
、
到
底

不
公
準
な
も
の
と
い
は
な
く
て
は
済
ま

な
い
か
ら
で
あ
る
。

然
し
課
税
の
實
際

に
就
て
之
を
見
れ
ば
、田
、畑
、
山
林
、
原

野
等

の
地
目
の
如
何
に
よ
り
課
率
を
異

に
す
る
は
勿
論

一
地
目

内

に
於
て
も
土
地
の
地
位
、
牧
谷
(市
街
地
に
於
け
る
宅
地
段
別
割

の
如
き
)又
.は
受
益
の
程
度

(町
村
の
水
利
の
爲
に
す
る
段
別
割
及
水

利
組
合
の
段
別
割
等
)
の
如
何
に
依
の
等
差
を
附
し
て
課
す
る
を

一
般
の
例
と
し
て
み
る
。

侮
地
目
不
均

一
円
と
云
ふ
の
は
、私
の
解
す
る
所
に
依
れ
ば
、

一
地
目
内
で
の
李
均
が
夫

々

一
円
を
制
限
と
す
る
の
意
味
で
あ

る
。
帥
地
目
の
如
何
に
よ
り
課
率
を
異
に
す
る
は
勿
論
、

一
地

目
内

に
於
て
も
等
差
を
附
し
て
課
す
る
は
法
の
曲
解
に
あ
ら
す

し
て
法
の
正
當

の
解
繹
で
あ
る
と
信
ず

る
。

以
上
の
解
繹
は
私
の
濁
断
で
は
な
く
し
て
、
法
に
於

て
も
此

の
事
を
豫
期
し

て
み
る
。

段
別
割
の
存
在
理
由

明
治
四

十

一
年

法
律
第

三
十

七
號

「
地
方

税
制
限

二
關

ス

ル

件
」

第

五
條

第

三
項
に

依
れ
ば

・…
:
地
租
附
加
税
及
段
別
割
ヲ
併
課

シ
タ
ル
場
合

二
於
テ

八
一
地
目

二
野

ス
ル
賦
課
力
制
限

　
達

シ
タ
ル
ト
キ
ハ
附
加
視
力
制
限

二
連

シ

タ
ル
モ
ノ
ト
看
做

ス
其

ノ
段
別
割
ノ
ミ
ヲ
賦
課
シ
タ
ル
場
合

=
於
テ

}
地
目

{
野

ス
ル
賦
課
力
制
限

一
連

シ
32
ル
ト
キ
亦
同

シ

と

云

っ
て
み
る
が

、
此

の
規
定

は
地

目
に

よ
り
課
率
を
異

に
す

る
を
前
提

と
し

た
規

定

で
あ

る
。

明
治

三
十

七
年

「
特
別

穐

反
別
割

新
設

ノ
際

…
…
…
ノ
地

q

∴

限

り
賦

課

ス
ル
モ
ノ
若

ハ
各
地

目

テ
通

ジ

テ
均

一
ノ
賦
.課

テ
爲

ス
ト
キ
其

理
由

記
載

ノ
件

通
牒
」

に
於

て
は

市
町
村

二
於

テ
特
別
税
反
別
割
ノ
新
設
ヲ
爲

ス
ニ
當
り
・:
…
…
各
地

目
ヲ
通
シ
テ
均

一
ノ
賦
課

ヲ
爲

ス
モ
ノ
等
有
之
是
畢
竟
費
途
ノ
關
係

苦

ハ
地
盆
ノ
多
寡
等
反
別
割
許
可
稟
請
ノ
隙
往

々
何
等
理
由

ヲ
記
載

セ
サ
ル
向
有
之
爲
メ

昌
一
々
照
復
ヲ
要
シ
徒

二
事
務

ノ
煩
薙

ヲ
生
シ

候

二
付
向
後
右
稟
請

ノ
場
合

二
八
必
ス
其
理
由
ヲ
記
載

セ
シ
メ
ラ
レ

度
依
命
此
段
及
通
牒
候
也

と
し

て
み

る
が
、
之
各

地

目
に

均

一
の
賦

課

を
駕

す
は
寧
ろ
例

外

で
あ

る

か
ら
之
に

は
確

た
る
理
由

が
な
け

れ
ば
な
ら

ぬ
と

云

っ
て
み
る
の

で
あ

る
。

第

三
十
二
巷

四

=
二

第

二
號

一
二
七



段
別
割

の
存
在
理
由

更

に
明

治
四

十

「
年

「
地

方
税
制

限

二
關

ス

ル
心
得
方

ノ
件

二
、付
通
牒
」

の
中
に

於

て
も

段
別
割
ノ
許
可
稟
請
書
附
囑
歳
入

講
覧
表
中
段
別
割

ノ
附
記
欄

二
八

特

=
毎
地
目

【
謝

ス
ル
総
段
別
雫
均

一
段
歩
當
及
総
地
租
額

一
円
僧

リ
ヲ
モ
記
載

セ
シ
メ
ラ
レ
度

と
通
牒

し
て

み
る

が
、
之

に
於

て
も

[
地

同

の
牛

均

を
問

題

と

し

て
ゐ

呼、9
の
で
あ

る
。

奉

に
な

っ
て

み
る
。

一
等
地

二
等
地

宅

地

三
等
地

四
等
地

五
等
地

田

一
等
地

二
等
地

三
等
地

四
等
地

五
等
地

六
等
地

回 同 同 局 一
坪
亭
均

　
段
歩
平
均

同局同同局

同 同 同 同 年

税
一 三 五 八 一一

厘 歴 歴 庭 銭

四 二 二 二,大
毛 毛 毛 毛 歴

年
稔
四
+
四
鏡

同 同 同 局 同

三
+
八
鍍

三
十
三
鎮

二
+
八
鍍

二
+
四
鏡

二

+

鎮

第
三
十
二
谷

四

一
四

七
等
地

回

畑

一
等
地

二
等
地

三
等
地

四
等
地

五
等
地

六
等
地

皿ぴ
,
血

八
等
地

一
等
地

牧

場

「
等
地

三
等
地

一
等
地

山
林
原
野

二
等
地

三
等
地

一
等
地

其
他
ノ
土
地

二
等
地

三
等
地

榊第

二
」號

一
二

八

一
段
歩
卒
均

同同同同国同一
町
歩
平
均

同同一
町
歩
平
均

同同一
段
歩
卒
均

回附

同

+

六

銭

年
税

二
+
五
鍍

同 同 同 同 同 同 同

二
+

一
鍍

+

八

鍍

六 八一'卜 十 十

二 五

鍍 捜 鐙 鍍 鍍

同 同 年

九 † 一卜

鍍 鍍 鍍

同 同 年

五 六 七

鍍 鍍 鍍

年
税

二
+
五
鍍

同

+

五

鍍

同

八



市
町
村
に
於
て
も
多
く
は
此
の
例

に
な
ら

っ
て
み
る
。

一
、
宮
崎
、縣
児
湯
郡
東
米
良
村

原 山 焼 畑 田 宅

地野 林 畑

一
段
歩
當
リ

同同同同同

○ ○OOOO
、 、 、 、 「■ 、lq

O・ 一 一 一一・ 一 一

五 二 〇 〇 二 〇

〇 〇 〇 〇 〇 〇

二

、
岐
阜

縣
海
津

郡

大
江

村

…
、
輩
村
大
学
石
醜
夫
字
外
沼
沢
宇
森
下
ノ

田

一
反
歩

一一
付

金
四
圓
四
十

一
鍍

畑

同

金

一
圓

八
十
九
鍍

二
、
本
村
大
字
頑
江
大
字
萬
壽
新
田
大
字
金
廻
ノ
匿
域
内

田

一
反
歩

二
付

金
二
圓
八

十

鍍

畑

同

金

一
圓
二

十

鍍

三

、
幅

岡
縣

八
幡

市

地
位
、
牧
盆

・
参
酌

シ
等
級

・
設
ケ
テ
賦
課

ス
。

一
個

=
付
課
牽

+
六
綾
ト
ス
。

一
等
地

二
〇
〇
個

三
等
地

=

六
個

五
等
地

七
〇
価

七
等
地

三
三
個

段
別
割
の
存
在
理
由

二
等
地

四
等
地

六
等
地

八
等
地

一
五
〇
個

九
三
個

五
〇
個

三

二
個

九
等
地

一
四
個

十
等
地

一
〇
個

十

一
等
地

三
個

+
二
等
地

一
・七
個

十
三
等
地

O
・七
個

最
後
の
八
幡
市
の
例
で
は
地
目
の
如
何
を
問

は
す
却
て
地
位

牧
釜
の
如
何
に
よ
っ
て
等
級
を
分
け
て
み
る
が
、
之
は
か
く
す

る
事
に
よ

っ
て
却
て
負
澹
の
公
準
を
期
す

る
を
得
る
が
故
で
あ

る
。
之
に
就
て
は
後
に
説
明
す
る
。

三
、
段
別
割

の
葬
在
理
由

私
は
段
別
割
の
存
在
理
由
を
次
の
三
つ
の
場
合
に
分
ち
主
張

し
弛
い
の
で
あ

る
。

　

　

↑
免
租
地
段
別
割

北
海
道
に
於
け
る
段
別
割
は
免
租
地
が

多
い
關
係
か
ら

、
角
、旛
均
衡
上
井
に
財
政
牧
人
上
之
を
是
認
す

る
の
外
は
な
い
。

今
之
を
除
外
し
て
考

ふ
る
も
、
現
今
府
縣
に
於
て
段
別
割
を

賦
課
し
て
み
る
も
の
は
総
て
免
租
地
に
謝
し
て
賦
課
し
て
み
る

の
で
あ
.る
。
市
に
あ
り
τ
も
前
記
北
海
道
の
諸
都
市
を
除
外
し

て
も
、
横
濱
、
横
須
賀

、
川
崎

、
新
潟
、
神
戸
、
廣
島

、
丸
魑

小
倉
、
門
司
、戸
畑

、那
覇
等
の
諸
都
市
は
此
の
例
に
属
す
る
。

第
三
十
二
巷

四
一
五

第
二
號

一
二
・死



段
別
割

の
存
在
理
由

地
租
條
例
第
十
六
條
第
五
項
の
規
定
に
依
れ
ば
、
官
有
の
水

面
を
埋
立
て
叉
は
干
拓
し
て
民
有
地
と
す
る
時
に
は
六
十
年
の

免
租
年
期
を
許
可
す

る
。
此
の
六
十
年
の
免
租
期
開
申
の
土
地

に
毀
し
て
賦
課
す
る
を
各
府
縣
井
に
前
記
の
諸
都
市
の
反
別
割

の
實
例
と
す
。
新
開
地
に
封
し
國
家
が
六
十
年
の
免
税
の
特
典

を
與
ふ
る
の
は
、
開
拓
奨
働
井
に
之
に
要
し
た
勢

費

に

封

ず

る
蝦
貢
D
豊
里
木
e
レり
る
ド
、
ケ
暫診
也
ケ
け
女
D
毛
也

皇
リ
ヨ
」
Z

」
尋
{
.し
一一-引回
、,
、̀

,
7

一匹
、ノ
」

一ノ～
皿
(
」
士

く
く
」
竣

ば
根
當
牧
谷
を
あ
ぐ
る
土
地
に
拘
ら
す
地
租
を
課
せ
ら
れ
ざ
る

爲

、
他

の
地
租
を
課
せ
ら
れ
居

る
土
地
に
射
し
負
澹
の
均
衡
を

破
る
事

と
な
る
。
特
に
海
岸
通
の
埋
築
地
等
は
埋
立
後
数
年
な

ら
す
し
て
立
派
な
住
宅
地
と
し
て
需
要
せ
ら
る

、
を

一
般
の
例

と
な
す
。
か

》
る
牧
釜
あ
る
土
地
に
樹
し
て
、
六
十
年
間
の
免

租
年
期
は
過
大
の
恩
恵
で
あ
る
と
考

へ
ら
る

・
か
ら
、
国
家
自

身
と
し
て
も
考

へ
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
が
、
現
に
地
租

條
例
に
之
を
規
定
し
て
み
る
間

は
地
方
財
政

に
於
て
負
憺
均
衡

上
之
に
射
し
課
税
す
る
は
是
認
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
信
ず
る
。

更
に
府
縣
の
實
例
に
就
て
見
れ
ば
、
段
別
割
の
課
率
も
埋
立

又

は
干
拓
後
の
年
限
の
如
何
に
よ
り
、
或
は
地

目
成
(宅
地
成
、

第
三
+
二
巻

四

=
ハ

第
二
號

一
三
〇

姻
戚
、
円
成
、
其
の
他
)
の
如
何
に
よ
り
等
差
を
設
け
て
賦
課
し

て
み
る
が
故
に
、
公
準
課
税
上
の
遺
憾

の
黙
も
補

正
せ
ら
る

》

事
と
思
ふ
。

}
、
幅
岡
縣

宅

地

成

典

ノ
他
ノ
土
地

一
坪

昌
付

年

一
反

　
付

年

金

一
綾

免
租
年
期
五
年

以
上
経
過
ノ
モ

ノ
倫
八
+
鱒

免
租
年
期
+
五

年
以
上
経
過

/

モ
ノ
金

一
圓

二
、
熊

本

縣

免
租
年
期
三
十
年
以
上
経
過
ノ
モ
ノ

一
反
歩

二
付

畑

成

金
五
十
鍍

年

其
'
他

金

一

圓

免
租
年
期
十
五
年
以
上
経
過
ノ
モ
ノ

一
反
誉

竹

竿

畑

成

金
二
+
護

金
五

+

鍍

其
ノ
他

三
、
香
川
縣

新
開
免
租
年
期
中

ニ
シ
テ
五
年
以
上
経
過
シ

タ

ル

モ

ノ

宅

地
、

田
、
璽

田

一
反
歩

畠
付

年

金

一

圓

'
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段
別
割
の
山仔
本
一理
一由

の
数
等
地
に
別
ち
段
別
割
の
不
均

一
課
.税
を
駕
す
を

「
般
の
實

例

と
し
て
み
る
。
前

に
示
し
た
岐
阜
縣
海
津
郡
大
江
村
の
例

の

如
き
は
是
で
あ
る
。

地
償
を
異

に
す
る
田
畑
と
錐
も
排
水
、
用
水
等
に
よ
り
う
く
、

る
利
谷
の
同

一
な
る
時
に
は
、
そ
の
排
水
、
用
水
に
要
し
た
費

用
に
断
し
て
は
同
様

の
負
婚

を
爲
す
を
正
義

公
準
に
合
せ
り

と

信
ず
。
從
っ
て
地
租
附
加
税
に
よ
る
よ
り
は

、
段
別
割
に
よ
っ

て
受
益
の
程
度
の
如
何
に
よ
り
夫

々
等
差
を
設
け
て
負
罐

せ
し

む
る
を
至
當
と
す
る
。
此
嘘
で
問
題
と
な
る
は
地
憤
で
は
な
く

受
益
の
程
度

の
如
何

で
あ
る
。
段
別
割
の
存
在
理
由

は
前
記
の

　
　

　

}
二
に
於
け
る
よ
り
も
此
の
三
に
於
て
其
の
重
大
性
を
見
る
の

(
(

・

(

で
あ

る
。

其

の
他
段
別
割
を
賦
課
す
る
の
理
由
は
種

々
存
す
る
の
で
あ

る
が
、
私
は
以
上
の
三
つ
の
理
由
を
以
て
段
別
割
の
存
在
を
主

　

眠
し
た
い
と
思
ふ
。
そ
の
中
二
に
述
べ
た
蕪
は
其
際

に
も
云
つ

(

仁
如
く
国
税
地
租
の
課
税
標
準
が
賃
貸
償
格
に
改
正
せ
ら
る

・

　

う

の
嶢
は
主
張
し
難

い
事
と
な
る
。
然
し

一
及
三
は
国
税
地
租
の

(

(

改
正
如
何
に
拘
ら
す
其
の
存
在
理
由
を
主
張
し
う
る
と
思
ふ
。

第
三
十
二
巻

四

一
八

第
二
號

=
ニ
二

更
に
段
別
割
に
於
て
毎
地
目
平
均
云

々
と
い
.勘
は
、

一
地
目

内
の
平
均
と
い
ふ
意
味
で
あ
っ
て
、
・地
目
に
よ
り
課
率
を
異

に

す
る
は
勿
論

「
地
目
内

に
於
て
も
地
位
牧
釜
の
如
何
に
よ
り
、

受
益
の
程
度
の
如
何
に
よ
り
等
差
を
附
し
て
課
す
る
を
例
と
す

る
か
ら
、
公
準
課
税
上
の
訣
瓢
は
充
分
解
解
し
得
ら
る

・
事
と

信
ず
る
。


